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140 中央区こどもすくすくえがおプラン
第二期中央区子ども・子育て支援事業計画

　本計画に掲載したすべての施策を円滑に実施していくために、庁内関係部署、関係機関、関連団
体などと相互に連携・協力しながら取組を推進します。また、今後の社会情勢の変化に伴う新たな
課題や国、都などの動きにも柔軟に対応できるよう体制づくりに努めます。

　各年度において、本計画に基づく施策の実施状況等について点検、評価するため、中央区子ども・
子育て会議を定期的に開催し、その結果を公表します。
　また、計画開始後、人口推計を上回る乳幼児人口の増加や、教育・保育ニーズの推移などにより、
計画上の量の見込みと実際の需要に乖離が生じる事態も考えられます。
　計画の実効性を高めるため、住民ニーズなどの社会的要請を的確に捉えていくとともに、ＰＤＣＡ
サイクルのもと、計画の進捗状況を年度ごとに整理し、そうした状況を踏まえつつ、必要に応じて計
画期間の中間年を目安として計画の見直しを行います。

計画の推進体制1

計画の進捗状況の管理（実施状況等の点検・評価・計画の見直し）2

●取組事業の継続・拡充、見直し
●計画の見直し

●子ども・子育て会議での
　調査審議
●事業実績に対する
　進捗管理と評価

●子ども・子育て会議での
　意見聴取
●量の見込みと確保方策の設定

●区民、事業者、行政、
　関係機関等の連携
●効果的・効率的な事業の推進
●国・都からの情報提供・連携

ACTION
事業の継続・拡充、
計画の見直し

PLAN
計画の策定

CHECK
計画の評価・公表

DO
計画の推進
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